
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

五

八

号

地
方
公
共
団
体
の
管
理
す
る
道
路
や
河
川
の
補
修
・
改
修
に
対
す
る
財
政
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

橘

慶

一

郎

58



地
方
公
共
団
体
の
管
理
す
る
道
路
や
河
川
の
補
修
・
改
修
に
対
す
る
財
政
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書

地
域
に
お
け
る
社
会
資
本
整
備
の
努
力
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
す
る
道
路
延
長
は
増
加
し
、
側
溝
の
蓋
か
け
、
電

柱
の
移
設
、
曲
り
角
の
ス
ミ
切
り
な
ど
の
機
能
向
上
を
伴
う
補
修
・
改
修
に
対
す
る
住
民
の
要
望
が
増
大
し
て
い
る
。
ま
た
、

局
地
的
な
豪
雨
に
対
応
す
る
に
は
国
管
理
の
一
級
河
川
の
み
な
ら
ず
、
地
域
内
の
水
系
を
形
成
す
る
準
用
河
川
の
改
修
が
重
要

な
対
策
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

従
前
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
国
の
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
、
建
設
優
先
の
対
応
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
十
一
年
度
に
河
川

事
業
に
係
る
事
業
区
分
の
再
整
理
に
よ
り
、
機
能
向
上
等
を
伴
う
事
業
へ
の
手
当
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
時
宜
に
か
な
っ
た
も

の
と
認
識
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
以
下
五
項
目
に
わ
た
り
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

一

地
域
に
お
け
る
社
会
資
本
整
備
に
お
い
て
、
ス
ト
ッ
ク
管
理
や
機
能
向
上
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
も
の
と

考
え
る
が
い
か
が
か
。

二

局
地
的
な
災
害
対
策
の
点
で
、
水
系
を
構
成
す
る
小
規
模
河
川
の
改
修
が
重
要
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
ま
た
総
合
的
な

対
策
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

三

地
方
公
共
団
体
が
行
う
道
路
や
河
川
の
補
修
・
改
修
に
対
す
る
国
庫
補
助
制
度
を
更
に
充
実
さ
せ
る
考
え
は
あ
る
か
。

一



四

地
方
公
共
団
体
が
行
う
道
路
や
河
川
の
補
修
・
改
修
に
対
す
る
地
方
債
措
置
に
つ
い
て
伺
う
。

五

四
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
市
町
村
に
は
周
知
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
危
惧
さ
れ
、
総
務
省
と
国
土
交
通
省
に
て
更
に
周
知

に
取
り
組
ん
で
は
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

二


